
附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

平
成
十
七
年
二
月
分
及
び
三
月
分
の
外
航
船
舶
運
航
実
績
報
告
書
、
同
年
三
月
分
の
外
国
船
借
受
状
況
報
告
書
並

び
に
平
成
十
六
年
度
分
の
航
路
損
益
計
算
書
、
損
益
計
算
書
及
び
貸
借
対
照
表
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
四
中 「

¦©
廃
業
等
の
年
月
日

廃
業
等
の
理
由
平
成

年
月

日
\
許
可
に
係
る
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
た
め

]
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
た
め

^
法
人
が
合
併
又
は
破
産
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し

_
許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
た
め

た
た
め

«®

を

廃
業
等
の
年
月
日

廃
業
等
の
理
由
平
成

年
月

日
\
許
可
に
係
る
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
た
め

]
法
人
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
た
め

^
法
人
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
た
め

_
法
人
が
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た

`
許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
た
め

©¨

®− 」

「
¦©©¨

た
め

に
改
め
、
同
様
式
記
載
要
領
９
中「

_
」

を「
`
」

に
改
め
る
。

«®®− 」

平成˜�年š月™Ÿ日 月曜日 (号外第��号)官 報

（
自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
能
力
」
を
「
行
為
能
力
」
に
改
め
る
。

一

自
動
車
登
録
番
号
標
交
付
代
行
者
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
九
号
）
第
三
条
第
四
号
ハ

二

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
第
四
号
ハ

三

旅
行
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
一
号
）
第
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
ロ

四

浄
化
槽
工
事
業
に
係
る
登
録
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
六
十
年
建
設
省
令
第
六
号
）
第
三
条
第
一
項
第
一
号

（
航
空
機
登
録
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

航
空
機
登
録
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
第
三
百
九
十
八
条
ノ
十
六
」
を
「
第
三
百
九
十
八
条
の
十
六
」
に
改
め
る
。

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
建
設
省
令
第
十
二
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
能
力
」
を
「
行
為
能
力
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
の
五
中「

２
．合
併
に
よ
る
消
滅
３
．破
産
」

を「
２
．合
併
に
よ
る
消
滅
３
．破
産
手
続
開

始
の
決
定
」

に
改
め
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に

基
づ
き
、
建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

建
設
業
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
能
力
」
を
「
行
為
能
力
」
に
改
め
る
。
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